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學
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農
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:
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済
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:

・
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士
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自

作
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と
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て
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士
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螢
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:
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:
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誰

誰
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學
士

献
肺
大

學

経

済

學

部

紀
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刊
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携
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濟
學
博
士

川

村
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帥

戸
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博
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潮
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論

叢

濃

霧

に
於
け
る
人
及
撃

髪

蔓

+
・
奮

第
墾

二
四
;

五
八

國
際
課
税

に
於
け
る
人
及
證
券
の
所
在

神

戸

正

雄

緒

言
〔本
論
の
目
的
)

第臆叫畑　
難

　癬
羅

漁撫

羅

欝

　　
恥陶

そ
し
て
捲

り
も
の
に
残
り
を
国
分
す
る
の
嚢

ω
養

反
側

誹

り

盟

・
に
て
便
・̂
上
・
む
・
所
・
方
知

佳
磐

賃
の
一定
猿

を

慰

の
最
低
。
、
す
る
D
・護

ω
鍵

上
り
鴇

を
住
所
・
・
倣
茎

義
働
舞

あ
・聖

岳

在
蜜

住
警

翻

す
妻

。
。
。

)
壕

の
断
。

(編

入
嚢

に
・
る
方
法
寵

・
的
麺

愚

物
主
・
・
依
・
・
方
鶉

誰
馨

際
保
管
…

警

て
課
す
る

鶴舞

講
羅
欝

欝
鵬雛

嶽

鍵

雑

則賛
鐸
鍵
騙

所
。
地
に
て
蚕

準
に
・
リ
分
・
離

す
る
の
轟

的
嚢

・
㈲
・
・
昌

・
釜

・
・

…

風
物
併
用
裁

養

所
贈

選

結
論
(全
文
の
誓
巳

(

(

緒

言

前
論
文
に
於
て
、
膿

鍵

・
霧

難
及
芳

解
決
方
法
を
肇

…

窪

薯

に
國
磔
殺

に
つ
い
て
困

、
一
.
I
ー

ト

層.



難
な

の
は
、

人

ご
證

券

こ
の
所

在
で
あ

る
。

続

い
て
之
を
論
じ

て
見

や
う
ご
思

ふ
。
帥
ち

人
の
所
在
は
通
例
・
其

の
佳
庭

に
依

り
て
定

む
る
。
庭

で
其
位
腱
が

二
以
上

あ
る

ご
き

に
其
何
れ

に
依

る
か
を
定

め
る
の
が
六

つ
か
し

く

な

る
。

證
券

に
つ

い
て
は
或

は
属
人
主
義

に

依
り
て
其
持
主

の
人

に
從

ひ
其

人

の
住
慮
地

に
て
課
税
寸

ご
い
ふ

こ

ご
も
出

来

る
が
、
廃
物
主

義

に
依
り

て
之
を

課
す

る
こ
ご
も
出
来

る
。

そ
し

て
其

所
在

こ
し

て
は
有
形

的
に
其
證

券

の
保
管

せ
ら

る
、
銀
行
、
信
託
會

祉
な
ど

の
所
在
地
を
指
定
す

る
こ

ご
も
出

来

る
し
、
其

か
ら
し

て
牧
盆

の
生

す
…

に
誓

を
置
い
て
其
利
子
配
當
の
轟

は
・
蕩

庭
を
以
て
其
所
奮

す
る
こ
・
も
出
来
る
・
或
鎗

っ
て
真

吹
盆

の
根
源

た
る
國
,
地
方
團
髄
、

會

肚
法
人

の
事
務

所
庭
在

地
を

以
そ

其
證
券

の
所
在
地

ご
ー
-
一,
或
は

今

一
歩

遡

っ
て
其

事
業
設
備

の
所
厨
地
を
以

て
其
證
券

の
所
在

地

こ
す

る
こ
ご
も
出
来

る
。
證
券
の
所
在

こ

い

ふ

.、
ご
に
は
色

々
の
選
繹
佛

地
が

あ
り
、
其

の
何

れ
を
探

る
か
は
面
倒

で
あ
b
(匙
一
)
、
之
を
解
決

す
る
こ

ご
は
實

に

興
味
深

き

こ
ご
で
な
け
れ
ば
な

ら
頗
。
敢

て

之
を
試
み

る
所

以
で
あ

る
。

(竺

)

セ
・
ζ

・
は
、
輩

動
産
の
場
合
K
、
問
題

は

雇

羅

し
た
も

の
と
な
・
ま

ふ
て
居

る
・
が
蟹

に
其
導

だ
・

第

一
殿

人

の

所

在

人
が
軍

「
の
佳
庭
を
有

つ
場
合

に
は
、
之

に
封
ず

る
国
際
課

税
は
先

づ
簡

軍
な
も

の
だ

こ
し

て
良

い
。
慮

が
此

が

二
以
上

あ

る
こ
ご
が
生
す

る
。
此
場
合

に

住
虎

主
.義

に
よ
り

て
課

税
す

る
こ
し

て
飾
趨

に
困
ら
な
ぐ
て
は
な
ら

論

叢

国
際
課
視
に
於
け
る
人
及
證
券
の
所
在

第
二
十
二
谷

(第
四
號

二
五
)

五
五
九

1)Seligman,Essaysintaxation,8ed.p.124 .
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論

叢

國
際
課
税
に
於
け
る
入
及
證
券
の
所
在

第
二
十
二
巻

(第
四
號

二
六
)

五
六
〇

の
。
此

に
つ

い
て
は
色

々
の
癬
決
方

法
が

あ

る
。
次

の
如
く

だ
。

ラ
一
他
國

こ
の
交

渉

に
よ
り
協
定
す

る
方
法

(

)A
主
把
る
佳
慮
の
み
に
て
課
税
す
る
の
主
義

(霊
二
)
1

二
以
上
の
佳
威
地
中

に
就
き
.
何
れ
か
圭
起
る
も
の

(
を
選

び
出
し

て
、
此

に
て
専

ら
納

税
せ
し

む

る
の
で
め
る
。

そ
し

て
其

の
之
を
定

め
る
方
法

は
豫

め
協
定
し

な
く

て
は
な
ら

温
が
、
若

も
其
中

に
て
勤

務
國

が
あ
れ

ば
、
其
勤
務

地

に
主

こ
し

て
住
す

る
こ
い
ふ
の
が
最
合

理
的
で

あ

る
か
ら
先

づ
之

に
依

る
べ
き
で

あ
る
(註
三
)。
勤
務

は
人

間

に
ご
b

て
最
大
事

な
も

の
だ
。
其

が
扶

け
て
居

る
場

合

に
者
も
佳
所
中

に
本
籍
國

が
あ
れ
ば
之

に
依

つ
把
ら
良

い
。
本
籍

地

こ
い
ふ
こ
ご
は
本
籍
地
た
ら
ざ

る
も
の

ざ

比
し

て
は

=
暦
深

い
關
係

が
あ
る

ご
寫

し
得

る
か
ら
で
あ
る
(註
四
)。
夫

の
佳
所
地
が

右

の
二
の
何
れ

に
も
属

せ
ざ

る
場
合

に
は
、
住
居

の
期

間

の
長

さ
叉

は
其
便
値

(賃

貸
債

格

)
の
大

さ
を
比
較

し
て
其

の
よ
b
長

き
も
の
又

は
大

な
方
を
主

な

る
佳
所

ご
認

め
る
こ

ご
、
し
、

此

二
の
選
揮

の
中

に

つ
い
て
は
、
期

間

の
長

さ
よ
り
は
債
値

の
大

さ

の
方

が
、
常

事
者

の
恣
意

に
依
り

て
定

ま

る
こ
ご
が
少
き

こ
ざ
を
得

る
。
此
等

に
よ
り

て
も
決

し
難

き
場
合

に
は

常
事
者

の
意

思

に
よ
り
て
選
ま
し
む

る
か
、
其

れ
で
は
常
事

者
が
税

の
安

い
方

を
選

む

こ
ご
、
な

っ
て
税
擢
間

に

不
公
準
を
生

す

ご
い
ふ
な
ら
ば
、

む
し

ろ

此
最
後
の
場
合

の
み

は
後

に
畢
ぐ

る
平
分
法

に
よ
b
て
分
配
す
る
こ

い

ふ
こ
ご
、
す

る
外
な

い
。

(髭
二
)

此
は
国
際
間
に
て
は
利
益
の
筆
奪
が
強
烈
だ
か
ら
行
ひ
難
い
o
諸
国
の
承
認
を
得
る
こ
と
が
六
つ
か
し
か
ら
う
が
、
地
方
間
な
れ
ば
或
は

㍗
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囁
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(
.
叩
舘
.
嶺
.
幽

、
匹

、

出
来
…

知
琶

。
讐

地
高

・
・
い
て
主
た
る
佐
幕

診

て
撃

べ
し
あ

豪

あ
%

(彗

】
九
。
九
年
。
來
の
蓬

爾

法
で
は
、
帝
・
馨

邦
の
投
入
嚢

・
・
麓

　

・
逢

は
・
覇

葎

肇

存
す
る
國
に
て
攣

る

..
と

、
な
砺

た
。

一
。

一
。
年
の
響

国
法
ξ

、
内
地
に
響

簾

あ

・
・
建

は
、
霧

麓

・

薮

・
・

も

の
が
他

の
舞

一

も
優

先

と
な

っ
た
。

曹

(茜

=

九
Q
九
鴛

來
・
濁
蔑

法
で
は
】
鋸

人
が
鐘

閥
内
最

多
蓼

…

君

・
茉

罪

ち
国
籍
窪

虚
誕

定
的
と
な

る
。

…
九

一
九
年
法
に
ξ

、
本
籍
國

の
舞

が
他
国
の
麓

よ
り
も
優
先
す
歪

」
ま

な
る
財

　

　

①
養

所
一

σ
此
方
法
に
・
れ
ば
各
國
協
定
し
・
圭
砦

住
畿

・
譲
・
…

な
る
の
だ
か
ら
・
覆

う

訳
書

避
。
、
れ
る
。
ω
雑

技
術
上
昊

の
努

の
國

へ
翁

し
た
場
合

・
署

、
人
の
能
力
を
綜
合
し

τ
課

す

る
.
、
,
が
出
来
、
夫
の
累
護

撃

、
人
的
構

や
負
債
の
考
慮
や
、
免
馨

の
誓

も
の
が

肩

姦

適
切

に
行

は
れ

る
こ
ご
を
得

る
(謎
乙
。

(彗

譜

賭

と
な
・
て
居
る
・
は
、
慧

壽

.・
あ
…

、
崔

磐

穐
莞

來
・
必
然

罷

力
援

ゑ

く
随
ふ
て
釜

た
ミ

き
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
董

籔

多
競

闘
に
分
割
す

・
毒

績

袈
さ

る
≧

セ

釜

な
毛

は
な
ら
ぬ
・

ラ

ラ

験

短
所
一

σ
此
方
待

は
前
記
の
智

長
所
は
あ
・
け
れ
ど
も
、
暫

し
て
も
税
需

朱

筆

を
生

す
、
、
嘉

大
。
。
留

・
佳
庭
塁

砦

も
の
こ
副
砦

も
の
あ

鋸

が
あ

・
か
ら
・
い
ふ
て
・
主
π
る
仕

癖

在
國
の
み
。
.・
雑

を
し
て
副
佳
薙

在
園
柴

霧

芋

蕊

ふ
の
で
某

傘

で
あ

る
・
此
後
の
國
に

。
も
蓋

径

庭
を
も
つ
者
鋳

し
種
・
の
施
撃

爲
し
利
益
を
與

へ
て
も
居
・
し
・
碁

が
其
れ

に
て

あ

能

論

叢

國
際
課
馨

於
け
る
人
及
馨

・
所
左

第
二
土

蕃

(第
四
號

二
七
)

五
占二

2)
3)

壬)

5)

Grotenfeld,Grundsatzedes

LOIZ,Fw.S.276.Eheberg
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論

叢

謬

羅

に
於
け
る
人
及
馨

・
所
在

第
二
+
霧

笛

號

二
八
)

五
六
二

力
を
示
す
も
の
、
し
。
も
之
に
相
當
の
課
撃

爲
し
得

手

は
な
ら
な

・
。
幻
斐

、
翼
賛

託

て
・
狸

く

腱
國
の
財
政
笑

圭

常

に
困
る
・、
・
を
生
じ
得
・
。
其
が
別
酷

住
腱

の
多
・
場
禽

誓

ほ

特

に
不
利
こ

な
、
。
鴇

ふ
て
昆

種

の
國

が
此
協
定
を
快
と

芸

・
所
で
あ
ら
-
し
・
其
成
立
に
も
隠

が
あ
る
あ

の

み
。
、
護

税
蕃

土
に
・
、
夫
の
圭
た
・
佳
募

姿

岳

倒
が
…

露

地
・
本
鑑

「こ
い
虚

織

る

易
往

嬰

だ
が
、
.既
に
住
居
期
間
の
長
さ
・
か
、
賃
貸
繋

の
大
・
に
は
多
少
決
轟

が
あ
る
・
賃
貸
露

な

れ
ば
、
だ
公

の
羅

が
・
る
か
ら
之
に
依
・
・
も
い

へ
・
が
、
住
居
の
謂

の
如

・
豪

族
暴

双
方
の
麓

に

分
れ
.し
永
住
す
・
場
合
な
ど

に
姥

鮫
の
し
㌻

が
な

・
三

…

に
も
な

・
・
佳
っ
㌘

佳
は
な
か
っ
た
り

.
、
.
霧

合
で
も
其
が
時
の
寵

・
よ
b
馨

し
.
常

三

定
芸

・
・
書

き
、
何
れ
・
於
け
る
饗

期
が
長

し
か
ざ

い
ふ

こ
で、
を
豫

め
定

め
難
し

ご

い
ふ

こ
ご
が
あ
る
。
其
筈

は
ま
ぜ
良

い
ご
し
て
本

人
の
意
思

で
生
花

る
佳

腱
の
定
、
る
場
合
な
ど
・
は
、
私
人
の
恣
意

・
　

て
或
簾

の
諜
否
が
定
ま
る
・
い
ふ
不
都
合

も
あ
　

之
を

避

け
や
う

こ
す
れ

ば
、
平

分
法

に
依

る
こ

い
ふ
こ
ご
に
な

b
、
此
課

税
主
義

が
不
徹
底

こ
な

る
こ
い
ふ

こ
ご
も
あ

る
。
ヌ
、
夫

の
本

籍
地

に
依

る
で」
い
ふ
場
合

に
其
本
籍

地
の
住
庭

こ

い
ふ
の
が

ホ
ン
の
名

の
み
の
も

の
だ

こ
い
ふ

、
嘉

賓
際
稀
で
な
・
。
而
か
も
本
籍
地
の
で
め
・
爲

め
呈

た
・
佳
警

な

・
・
い
ふ
三

8

な
れ
ば
・
逋
脱

の
方
法

こ
し

て
、
人

々
が
粗
率

み
て
出

来

る
だ
け
税

の
軽

い
虞

に
名
義
上

の
住
腱

ご
本
籍

ご
を
置
く

こ
い
ふ

こ
ご

。
も
な

る
。
響

な
る
標
準
ぜ、
は
い
ひ
書

・
。
僅

動
勢
の
標
準
も
霧

が
二
國

に
亘

る
・
き
に
は
困
る
場
合



㌃
.

を
生

す

る
。

ラ田
圭
副
を
匠
別
せ
す
各
佳
所
に
分
配
し
て
課
税
す
る
の
主
義
;

此
に
も
色

々
の
主
義
が
あ
り
得
る
が
、
何
れ

に
し
て
も
前
記
の

「
箇
所
彙

め
て
課
す

・
の
に
比
し
て
は
、
卒

し
て
各
地
碁

割
す

る
間
に
通
脱
の
讐

を

多
,、
す

る
.こ
い
ふ
難

は
免
れ
な
い
(詑
六
)
。
併
し
凡

ぺ
て
の
佳
所
國

蓬

加
す
る
か
ら
、
或
國
は
興

ら
安

い
ふ

こ
ご
の
不
公
李
叉

は
苦
情

の
な

い
こ

ざ
の

共
通

の
長
所
は
あ

る
。
術

ほ
之

に
依

る
場
合

、
累
進
率
、
免
.税
黙
な
ど

の
適
用
に
つ
い
て
は
霧

者
の
登
讐

所
得
叉
は
財
産
額
に
相
當
し
た
も
の
こ
し
な
毛

は
な
ら
餐

七
}・

垂

ハ)

孟

ル
・
ア
ゐ

、
二
呈

の
麓

の
場
食

幹

・
羅

・
分
割
・
は
、
羅

回
避
の
途
藷

く
悪
留

ム

ふ
こ
と
蓬

窟
㌔

(註
七
)

一
。
二
三
年
・
粟

裏

所
罎

會
讐

映
帯

皆

、
痔

轟

原
則
接

茎

幕

坐

部
憲

・
行
は
る
」
端
食

・
荏

爾

。
て
欝

さ
る
、
累
叢

。
水
準
・
喬

世

油
川
さ
る
』
も
・
享

ぺ
・
・
あ
・
、
・
・
三

九
二
三
年
高

際
聯
罪

謁

委
員
の
意
見

に

も
舞

義

の
例
外
の
行
は
る
、
場
合
に
、
蹉

票

患

に
・
・
讒

者
・
霧

程

相
畷

・
響

撃

晶

利
・
享

・
し
と
あ
る
ボ

れ
も
同
}
の
趣
旨
で
あ
る
。

ラ①

各
佳
所
使
用
期
間
の
長

さ
に
雁
…じ

て
分

配
す

る
の
主
義

(註
八
)。

夷

〉

。
・
ル
ピ
ア
ー
の
轟

課
磐

穿

る
提
案
援

・
・
、
交
轟

に
二
又
・
二
以
去

鴛

に
葎

所
を
取
る
こ
　

例
と
す
る
人
は
・

此
等
。
欝

の
廷

於
・
蕪

窮

理

の
長
・
琵

例
し
て
難

霧

あ
・
・
と
に
芸

。
關
籍

樺

瞳

一
幕

割
倉

於
け
る
雑

分

ろ

配

に

つ
き
協

定

す

る
を
得

と

い
ふ

の
だ

o

ラ

　

μ
其
長
所
-

伝
此
方
法
は
出
氷
れ
ば
最
妙
で
、
之
・
よ
り
公
牛
な
券

配
が
行

は
れ
る
・
假
り
に
成
人

爾

叢

濃

羅

に
於
け
・
天
涯
馨

・
髪

第
二
+
二
巻

(第
四
號

二
九
)

五
六
三

6)

7)
8)

ZurcheT,Verbo【derDoppelbestelleung .S,67,

Stamp,Cur・c・ ヒP・ ・bl・msinfina・c・a・dg・vernn・ent
.p.・98.漁

Z〔廿cher,a,a.0.S .13「 ・

・㍗.さ陥瞭輔職 脚 降等.を微声・・帰 叫ノハ.、.・...麟 騰舜 甲.



豊

一.一一}一

論

叢

國
際
課
税
に
於
け
る
人
及
馨

の
所
在

第
二
+

二
巻

(第
四
號

三
9

五
六
四

が
二
以
上
の
佳
庭
を
有

つ
こ
し
、
其
を
交
互
的

に
使
用
す

る
こ
せ
ば
、
其
使
用
の
長
さ
に
慮
じ
て
分
配
し
把
ら
無

理
は
な
い
課
で
あ
る
。
ゆ
其
れ
で
各
地
こ
も
相
當
の
大
さ
の
収
入
を
得

て
、
財
政
上
も
満
足
で
あ
る
。
の
各
国

に

(

協
定
が
出
家
、
正
し
く
行
は
れ
把
な
ら
ば
、
重
複
課
税
も
避
け
ら
れ
る
。

　

ラ

俘
其
短
所
一

0
担
い
此
方
法
に
は
課
税
技
術
上
の
困
難
が
あ
る
。
前
記
の
交
互
的
に
使
用

す

る

場

合

は
、
ま

だ
良

い
が
、
同
時

に
鍛

住
所

を
用

み

る
場

合
、
例
之
、
義
務
者
自

身

は
甲
地

に
住
し
馬

具
家
族

の

一
部

を

乙
丙
地
等

に
佳
は
書

き
に
は
此
方
法
に
依
る
こ
ご
を
欝

。
交
互
的

に
使
う
場
倉

も
精
密
に
使
用
の
長

さ
を

計
鋒
す

る
,、
ご
は
六

つ
か
し
い
。
最
近
の
過
去
の
年
の
實
績
に
依

る
こ
し
て
も
、
其
を
本
人
の
申
告

依
る
与

れ

ば
、
彼

は
出

来

る
だ
け
税

の
軽

い
地

に
長

く

佳
し
た

こ

い
ふ
て
来

る
。
之
を
否
定
す

る
こ
ご
は
六

つ
か
し

い
。

の
み
な

ら
す
或

年

の
税
額

の
分
配
を
過
去
年

の
標
準

に
依

る
こ
ご
が
通
常

で
な

い
こ
も

い
へ
る
。

さ
う
か

ご

い
ふ

て
、
典
年
の
使
用
の
長
さ
を
豫
遣
す
る
・
ご
錘

い
・
い
ふ
こ
ご
に
な
る
。
其
れ
か
ら
累
進
筆

免
驚

は
・
分

割
さ
れ
た
所
得
財
産
額
に
相
當
し
だ
も

の
で
?

、
義
務
者
の
登
髄
の
其

に
相
賑
し
た
も
の
を
適
用
す
る
こ
ご
に

な
る
べ
き
だ
が
、
其
に
!
1
て
も
此
場
合
、
人
的
事
情
考
慮
、
負
債
斟
酌
な
ど
が
行
ひ
悪
い
・
の
斯
ε

て
此
方
法

く

に
よ
り
て
税
樺
間
に
も
不
公
卒
な
る
分
配
こ
な
る
こ
ざ
あ
る
を
免
れ

粗
が
、
義
務
者

の
負
携
こ
し
て

も
或
度
ま
で

不
公
孕
な
も
の
ご
い
ふ
を
免
れ
ぬ
。

ラ防
各
佳
所
の
賃
貸
便
格
の
大
さ
に
よ
り
て
分
配
す
る
主
義

、

髄

,
.騨 難 し



　

ラ

σ
其
長
所
1

挽

に
よ
b
て
各
地
税
椛
・
蕩

在
・
住
所
・
便
警

誓

・
た
る
分
配

に
與
か
る
こ
ご

"』　繰

難

　　　嶺離

離

騰

　

ラ

俘
其
癖

1

擁

し
貴
行
上
、
當
事
者
・
申
告
を

　

官
肇

修
訂
す

る
庭
に
多
少
の
面
禁

め

　繰
欝

欝
　難

ラ儒
各
住
所
華

分
す
る
の
主
輪

ラ・輿論

蕪

糠
饗
窺

薄　
藻

磁
灘

南
鋤麹胸 脚 騰 糊 蜘 紬 飾.帆 、..... 　陶'. 「;・・.噛 凡.r隣二,.卿1葡 駅 耀 畠

中
.



論

叢

国
際
課
税
に
於
け
る
入
及
紐
券
の
所
在

第

二
十
二
谷

〔第
四
號

三
二
)

五
六
六

税

を

避

け

る

こ

ご

に

も

な

る

。

　

　

俘
其
短
所
一

個
併
し
此
で
は
決
し
て
傘

な
る
分
配
が
行
は
れ
て
居
る
ご
は
い
へ
な

い
・
数
多
の
佳
所

こ

い
ふ
も
、
其
等

は
封
等

の
便
値

の
も

の
こ
限

ら
頗
。
或
も

の
は

【
暦

大
、
他
の
も

の
は

「
層

小

に
、
或

も

の
に

は

「
層
永
く
佳

ひ
、
他

の
も
の
に
は

一
暦
短

く
住
う
。
其

を

「
率

に
扱

ふ
の
で
は
.

「
暦
大

に
し

て
長

く
佳
は

る

、
方

の
佳
所

の
國

が
此
人

の
爲

め
に

一
層
多

く
の
利
益
を
興

へ
て
居
り
な

が
ら
、
少

く
し

か
報

ゐ
ら
れ

ぬ
こ

い
ふ

こ
ご
に
な
b
、

反
封

に
小

き
、

短

き
滞
在

の
佳
所

の
凝
す

る
國

が
過
賞

に
大
な
配
當

に
與

か
る

こ
ご
、
な

る
。
之

ラ

を
能
力

の
表

規

こ

い
ふ
こ
こ
か
ら

い
ふ
て
も

公
季

の
配
當

ご
は
思

は
れ
な

い
。
b
斯

く
て
此
方
法

に

依

る

ぜ

き

く

に
、
財

政
牧

人
上
か
ら
し

て
も
偶

々
圭

陀
る
佳
所

の
偏
在
す

る
國

が
困

ま

る
こ

い
ふ
こ
ご
に
な

る
。
の
術
、
技
術

(

上

に
も
人
的

事
情

の
考
慮
等

の
行
ひ
悪

い
ε

い
ふ
こ
ご
が
あ

る
。

うに
圭

だ
る
佳
所

に

}
大

部
を
、
そ

し
て
其

他
の
も

の
に
残

り

を
均
分
す

る
の
主
義

(註
九
)
1

其

の
主
陀

る
も

の
こ
否

ご
を
匠
刑
す

る
に
は
、
前

に

い
ふ
所

を
慮

用
し
て
、
勤

務
,
本
籍

,
賃
貸
償
絡

の
順
位

に
て
之
を
定

め
、

之

に
て
も
定

め
ら
れ
ざ

る
だ
け

で
は
主
剤

の
等
差

な
き
も
の

こ
し
て
均
分
す

る
。
其
副

π
る
も

の
に
τ
も
、
賃
貸

債

格

に
よ
り

て
等
差

の
附

き
得

る
だ
け
で
は

之

に
よ

り
て
按
分
す

る
こ

ざ
も
出
家

る
が
、
其

は
あ
ま

り
に
繁
雑
故

に
、
圭
副

の
颪
別

の
み
を
此
標
準

に
よ
り
て

つ
け
陀
以
上
は
、

あ

ご
は
均
分

こ
す

る
の
が
簡
軍

だ
か
ら
し
て
此
均

分

に
依
る
の
で
あ
る
。
叉
賃
貸
償
格
こ
い
ふ
こ
ご
も
多
少
面
倒

で
み
る
か
ら
、
成
る
ぺ
乏

を
避
け
、
出
来
る
な

酔船続.



.

「,

一
.

、
.
、
.

、
.
涯

・・

冠
汽

鍾

「桑
.
.
…

」
.護

「

臨

難
鐸

藻
騒

」蕪

欝
欝
難

難

…鴛

慧

蒙
篇
鵜

熱

湯黙
終

嚢
諺
鰯
油㍊

赫

触

留
保
し
た
ら
良
く
は
な
い
か
ご
思
ふ
.
累
進
牽
の
適
　

働
・
・
　

奮

・
…

易

論

(柱
九
)

私
簿

・
地
方
所
窺

・
つ
昆

霧

を
馨

た
所
で

あ
㌔

　

ラ

客

月長
所
一

σ
此
方
法
は
拝

も
左
ま
で
六
つ
か
　

な
・
・
?

し
・
之
に
よ
り
て
主
た

る
往
哲

副

。
、
も
の
、
の
差
等
も
附
き
、
主
た
・
・
の
、
み
に

て
課

・
…

場
合
・
不
傘

・
避
け
・
凡

ぺ
て
に
均
分
す

る
場
槍

不
蒙

を
も
避
け
る
.、
・
が
・
來
、
此
れ
・
比
較
的
聖

な
る
方
法
に
て
毒

公
季
な
る
分
配
が
出
来

る
。
猛

攻
牧
入
落

、
爺

こ
も
相
當
・
配
當
・
得
・
楚

で
　

め

覆

課
撃

避
け
ら
れ
る
。

地・鵜

熱

巌

舳鞭

欲麺
ハ嬉

縫

嚢

蜷髄

等
の
考
慮
の
出
来
悪
い
ご
・
ふ
・
・
　

・
.
岡
此
・
昊

髄
・
峯

で
あ
る
け
れ
ど
も
要

る
も
の
前

。
る
蕪

の
籍

雛

雛

ご
、
副
た
る
鍵

難

分
「襲

いご
.
凡
・壕

、、夢

詫
獣

一

纈
顕

9)拙 著 ・租 蹄 鉱 三 巻322 .3.

ず
.

,

鞭`.旨 ・肥.・ 圃 ㈱ 蝋 辮 謝鞭 糎 . 圃"."..耐.磯.脚 榊 囎



、
転

、

論

叢

屡

羅

に
於
け
る
人
及
馨

の
所
在

第
二
+
・
隻

第
槻

「亘

り國
五
山八
八

は
何
。
し
て
も
凄

・
爵

で
は
あ
り
、
眞
・
馨

・
傘

　

み

・
は
・
・
…

い
ふ
非
難
を
菅

る
こ

、
は
出
来
蹟
。
尤
も
此
種
の
・
爵

課
税
上
は
磐

鶉

・
い
・
毛

、
恕
・

ぺ
・
・
毛

は
あ
る
・
術
ヌ
蓋

副
騎

の

.
難

た
る
本
籍
ご
否
こ
の
・
き
は
、
或
・
薯

聲

・
誓

・
・
で
あ
　

之
俵

る
長

て
麓

。
、
的
に
て
軽
視
。
庭
。
選
・
・
本
雛

・
す
る
こ
い
・
…

撃

讐

蕎

・
に
・
不
傘

が
生
じ
得

る
。
だ
か
、
し
て
或
は
之
を
此
標
準
か
・
除

く
・
が

衆

・
鴛

・

・
.
此
・
除

・
・

な
・
ぱ
・
此
方
法
は
結

局

、
比
較

的
非
難

の
少

き
貴

行
的

の
方
法

で
あ

る
や
う
に
思

は
る
、
。

9

國
軍
濁
に
て
董

定
・
・
所
・
方
苧

此
嵩

勝
手
・
定
・
・
-
青

る
・
例
之
・
他
國
紫

に
頓
着

な
く

.
重
褄
課
税
を

顧
慮

せ
す
し

て
、

「
國

に
住
所

の
あ
.る
だ
け

に
就

い
て
、
其
人

の
全
所

得
ヌ

は
財
産

を
集

め
て
課
税
す
る
を
得
る
の
は
い
・
を
算

塁

、
此
外
.
或
國

・
が
之
蘭

嚇
し
て
便
宜
羨

る
擬

で
め

つ
て
、
多
少
の
根
繁

あ
麦

蝿

昧
あ
り
患

は
・
・
も
の
を
畢
ぐ

・
差

の
如
し
で
あ
る
.

　偉
麗

々
賃
の

「
定
簸

・
所
得
・
最
低
限
・
す
・
の
霧

f

帥
ち
亨

も

薗

内
径

髪

有
っ
限
　

他
に
て
、
。
麓

ご
交
渉
?

.
共
地
に
於
・
・
所
得
・
震

限
・
其
他
・
於
・

・
珪

々
賃
の

一
定
倍
讐

す

、
の
で
あ

る
.詑
一
。
.。
此
は
如
何
に
・
完
全
に
傘

だ

・
は
・
…

を
欝

・
れ
ど
・
・
他
國
こ
の
謬

の
面
・

.
倒
で
あ
っ
・
.
薯

な
・
を
得
難
・
事
笹

於

・
、
便
裂

壁

際
的
・
方
誉

ふ
こ
藷

来
る
g

.竺

。
)

幽

の
。
。
。
て
は
、
・
國
内
に
舞

を
・
た
ず
、
併
し
・
嚢

叢

鯖

基

・
享

・
人
に
つ
い
て
・
其
課
撃

嘉

LL㎎



嘱

得
は
、
山

内
に
あ
り
又
は
行
は
る
』
護

、
骨
斐

饒

業
一

蕩

蕩

収
得
・

・
麺

・
一
興

・
墓

暫

上
ぼ
ら
ざ
魯

・
些

.

叉
嬉

多
の
欝

の
舞

幕

の
七
倍
に
齊
し
き
顧
が
所
得
崇

め
ら
る
㍉

　曝

葉
虫

店
舗
ぽ
住
所
ご
凝

す
霧

一

或
人
が
㌘

も
蓬

・
鍵

鶴

を
置
・
た
る
以
上
は
・
諺

に
仕
所
を
、
つ
。
し
・
課
撃

・
の
で
め
…

=
)。
此
は
課
税
國
i

・
捷

利
・
あ
る
が
・
八
が
樂

店
舗

を
置

き
た

る
だ
け
に
て
直
ち
に
之
を
佳
所

こ
す

る
は
酷

に
失
す

る
・

(註
≡

米
国
法
の
雑

・
は
、
外
国
・
・
蘂

・
望

異

聾

・
め
に
永
喬

・
詣

…

皇

め
・
共
の
主
た
魯

麸

禦

あ
り
、

且
つ
柴

氷
喬

・
古
書

斐

挺

・
さ
る
・
と
島

は
、
荏

崇

米
翼

・
あ

・
{

仙
塁

米
国
に
住
す
る
も
の
と
せ
ら
る
煽

　

ナ暖

謹
の
あ
・
ま
で
滑
麓

を
住
所
ご
澱

垂

義
・註
三
γ

砦

磯

・
妨
ぐ
の
に
捷

利
な
方

法
だ

ロ
コ

も

　

、

肉

コ
し
簗

毒

す

ご
い
ふ
・
　

あ
・
。
通
例
、

牽

期

の
饗

を
佳
所
の
無

手

・
こ
ご
に
し
て
居

る

Q(註
三

)

テ
ニ

ヒ
ア
ー
の
婁

ゆ
に
、
堰

と
し
・
は
、
書

套

或
他
・
謹

養

際
程

肇

蓼

`
と
の
需

の
妾

薯

は
・
各
の

滞

在

所

が

仕
庭

と
見

倣

さ

る
と

い
ふ

の

は
M

其

れ
だ

・

第
二
段

證
券
の
所
在

誓

。
癌

馨

の
所
在

・
つ
い
て
は
或
焼

入
孟
義

・
從
ひ
其
持
誇

緋

・
て
課
孕

る
こ
ご
も
出
水
る

し
.
場

霧

に
よ
享

、
課
税
す
る
こ
・
も
出
水
.

そ
し
・
磐

・
は
昏

琶

あ

方
禁

あ
り
得
る
・
下
の

論

叢

国
際
羅

に
於
け
る
食

馨

の
弊

第
二
士

悪

(第
四
號

=一
　血)

五
六
九

10)

ユ1)

12}
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論

叢

國
験

馨

於
け
・
人
及
馨

の
饗

第
二
+
一悪

(第
羅

三
e

五
七
。

如

く

で

あ

る

。

冒

人
轟

・
依
・
方
法
一

望

癌

馨

・
誓

者
・
就

・
て
解

る
の
で
あ

る
〔駝
=
=
).

・。
三

・
り

九
三

・
に
羅
・
挙

、
・
婁

…

芒

毒

・
琵

・
的
蒙

・
砦

如
き
萎

餐

程

所
國
に
て
課

。
ら
る
、
。
…

な
つ
蠣

る
。
猫
馨

邦
・
所
得
誓

ξ

、
外
国
・
禁

紅

・
署

…

圏

・
葉

ξ

ζ

の
に
は
共
爾

虚

貝

に

つ

い
て
課

せ
ら

れ
た

o

ラ伊

シ
ル
.フ
。
が
、
撫
鬢

髪

不
動
雍

藻

を
除

・
)
は
痔

に
働
玄

、
・
・
爲

・
、
・

・
.・
…

無

形
動
産
は
所
窮

理

躯

に
て
課

税

す

べ
し

と

い
ふ
は

此

に
帰

す

る
。

.

ラ

　

伍
其
長
所
一

@
此
方
法
は
課
税
に
於
て

一
般

に
物
よ
b
も
人
重

き
を
璽

べ
し
あ

見
解
か

ら

い

ふ

も

塗

四
)、
箆

、
動
窪

人
・
空

べ
き
も
の
だ
あ

見
禦

・
し
・

も
垂

・
・傘

だ

養

し
得

る
・
其
⊥
に

も
之
。
つ
美

の
所
有
主
が
荏

所
國
か
ら
し
て
穿

る
刺
衝

い
ふ

こ
・
も
併

せ
考

ふ
る
を
得

る
(壁

高ハ)・
司

此
蟹

行
。
ぞ

こ
も
記
名
馨

ほ

容
易
・
あ
・
。
そ
し
・
些

よ
犬

的
馨

課
税
が
行
は
れ

る
こ
ご
が
出

来
、
物
的
課
税
の
場
合
　

・

恵

公
晋

・
な

・
。
蟹

國
が
之
を
行
書

す
れ
ば
董

夜
霧

は
避

け
ら
れ

う

る
。
鴇

券
馨

華

の
所
在
國
が
源
泉
主
義
姦

棄
し
て
此
嚢

を
探

・
こ
・
は
彼
の
財
政
収
入
上
不
利
で
あ

。
乞

て
も
、
典
籍

政
策
上
外
来
馨

を
誘
ふ
・
其
欝

を
進
捗
芒

・
・
…

利
が
あ
る
の
で
優
に
補
償

せ

ら

れ

る

(蝕

一
七
)
o

(壁

皿
)

・
タ

ン
・
が
、
國

・
耗

・
眞

・
主
讐

し
て
共
國
内
量

濡
す
・
佳
砦

暑

べ
き
だ
と

い
ふ
た
鋤
影

響

だ
.

13)Cr・baugh・1・ ・e・m・・1・　 !・ ・mityint・ …i・ ・
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蒔

陶
五
)

像

せ
ら

る

」
と

い
ふ

則

.誇

る
髭

鰭

産
の
所
有
者
の
住
所
匿
誕

學
校
、
　

及
、
・
　

・
　

　

　

　

一

川
を
位

譲
糠
難
響
鱗

ラ

瀞

　　轍
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硫議

轄
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鰐

灘
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ピ

髄

論

叢

国
際
課
館

於
け
る
会

読
馨

所
在

第

二
+
二
巻

(第
四
脱

三
八
)

五
七
ニ

ラ

に
於
て
、
此
方
法
は
行
詰
ら
な
毛

は
な
轟

。
に
髭

方
法
を
各
国
協
定
す
れ
ば
重
複
課
税
の
避

け
ら
れ
る
筈

(

で
は
あ

る
が
、
夫

の
證
券
の
代
表
す

る
實
騰
た
る
事
業
の
所
在
國
に
て
之
を
不
課
税

に
放
挙

る
繁

衡
上
甚
だ

と

あ

期

し
こ
ご
で

あ
り
.
何
等

か
の
方
法

に
て
其

課
税

の
行
は

る

、
ご
き

に
其
庭

に
勢

ひ
重
複
課
税

が
避

け
ら

農
な

い

　

二
ず、
に
な

る
(紘
二
e

。
傭

佳
所
國

の
経
済

政

策
上

の
見

地

か
ら
し
て
其
國

こ
し
て
は
歓
迎
す

べ
き
人

々
を
駆
逐
す

る
こ
ご
に
な

っ
て
不
得
策

で
も
あ

る
(識
一二

)。
而

か
も
此
人

々

に
射

し

て
は
其
佳
所
國

の
財
政
政
策
的
見
地
か
ら

し

て
は
、
既

に
相

當
重

き
浦
養
挽
を

課
し
て

も
居
り
へ漉
三

こ
、
随

ふ
て
必
中
.し
も
此

に
重

き
直
接
税

を
課

す

る
に

は
及

ば
ざ

る
所
で
あ

る
。

(竺

八
)

ジ

エ
・
・
ン
は
、
所
有
者

の
喋

が
或
匝
に
存
在
す
と

い
ふ
の
養

が
、
葦

に
於
て
禽

の

一
部
と
し
て
馨

財
馨

縫

の
爲
め

に
費

用
を

並
ず

る

こ
と
を
注

意

し
て
屠

る
o

(竺

九
)

・
ツ

シ
ア
ー
は
、
購

が
共
禺

罧

式
綻

舞

國

に
籍

す
る
優
先
馨

を
課
掌

る
蕃

や
竺

の
駿

で
あ

り
・
琵

寵

が
↑

配
電
毒

手

唯
、
優
先
驚

に
撃

・
利
子
棚

雲

毒

す
と
き
に
は
、
之

に
羅

宇

と
す
る
と
き
に
は
・
此
が
塗

舞

と
馨

り

の
不

都
合

を

聾
ず

と

い
ふ

て
居
る
朗

(肢
二
9

セ
・
ζ

・
は
、
諺

財
寝

所
薦

主
義
の
閻
饗

し
て
、
無
形
墨

は
法
人
馨

・
農

免

に
・
装

入
は
既
に
雄

高

に

て
課

税

せ
ら

る

、
で
あ

ら
う

と
詫

窟

し

て
研
る
㏄

甥

(睡

二

一
)

拙
文

、

国
際

課

程

の
主
義

論

翁

の
融

二
閤
参

照
d

(竺

二
)
㍉

グ

・
-
は
、
外
囲
{

規

程
に
て
内
憎

て
饗

す
る
者
は
、
爽

…逓

奥

か
ら
ず
に
襲

撃

課
せ
轟

て
誓

と
難

し

て
居

る
㎎

7「 ・

1.S.346.

taxation.p.116.
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唱

うに
揚

嚢

に
。
る
の
方
法
r

此
で
は
凡

・
て
物
的
課
磐

　

、
薯

・
や
　

馨

的
碁

誕

税

の
行

。
。
,

い
、
い
ふ
難

を
も
・
。
且

つ
其
所
薯

・
・
人

・
矯

國
・
閑
却
す
る
こ
・
も
鱈

こ
し
な
く
て
は
な

孟

い
。

値
證
券
の
實
際
保
管

さ
る
・
腱

に
て
課
す
る
主
義
(謎
三

)
・

(選

言
)

。
,
グ
マ
・
は
、
・
震

豪

薩

穿

・
・
蠢

蠢

・
・
に
て
課
讐

…

い
毒

瓢

ラ

駐

長
所
」

此
方
法
は

癒

は
最
明
白
で
麓

容
易
・
…

こ
　

得
・
・
助
叉
或
度

ま
で
共
存
在

地
の
出目
繁

之
篠

議
し
つ
つ
あ
る
の
・
・
ら
、
其
・
報
…

い
・
漿

・
し
・
見
て
犀

茎

當
な
方
法
だ

、
鵡

.
る
。
侵

屠
春

闘

髭

に

　
致
し

さ

へ
す
れ
ば
、
覆

諜
撃

避
・
・
れ

・
や
う
に
も
煙

る
、
.

壌

短
甲

α
併
`
此
方
法
は
傘

ご
・
ふ
織
か
・
し
・
漸
・
て
認
・
・
れ
…

成
程
・
馨

の
保
存

鯨

　鱗

難
雛
へ鞭
難
驚

て
居
る
.
然
る
。
も
拘
、
す
事
業
設
備
の
…

棄

何
等

・
配
嘗

輿
・
…

て
却
て
偶
々
霧

窪

暁

す
る
視
葉

專
ら
配
當
に
興
か
る
・
・
は
傘

…

.
留

放
笑

・
…

て
・
・
眞
の
財
源
所
猛

國
が

鋤

論

叢

国
際
課
轄

於
け
る
人
波
馨

の
裏

第

二
+

二
巷

〔第

四
號

三
九
)

五
七
=
一

国...「.
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金
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幽

。

。

。
。
麗

に
於
け
る
人
及
讐

髪

第
・
+
二
隻

鍵

田
9
.

五
茜

大

に
困
ま
b
、
槽
利
謹

所
國
も
養

ま
で
困
・
・
.
岡
㌘

し
嚢

際
・
は
之
長

　

各
国
の
簗

が
困
難

で
、
勢
ひ
財
源
國
が
霧

せ
ざ
・
を
得
ず
L
・
、
此
轟

・
誓

あ

あ

間
長

複
課
税
　

る
・
謝

行

も
箕
は
却
々
六
つ
か
し
い
。
葬

だ
か
ら
蕃

奪

…

多

突
・
止
・
悪
・
・
偬

さ
れ
易
い
・
ヌ
可
馴

も

あ
る
か
ら
各
庭

に
縛

々
、
て
讒

す

る
・、
・
も
出
京

・
。
柴

善

依

…

苺

既

昆

箏

ら
し
て
も
得
策
で

な
短
。

田
馨

に
學

・
牧
薯

支
彿

は
る
・
慮

に
て
課
す

る
の
主
義

(詫
二
四
)

(竺

。
;

國
の
所
霧

の
第
二
種
慰

・
、
公
麓

債
・
利
子

旨

歪

て
去
勢

憂
く
る
謹

課
し
て
居
る
。

ラ

ラ

@
養

所
1

α
此
は
貴
行
上
、
馨

易
・
あ
・
。
餐

警

・
・
あ
・
・
現

に
支
誓

る
、
所
を
押

へ
て

取
る
の
だ
。
ら
、
此
ほ
ど
確
か
な
・
・
は
・

・
。
無
記
各
馨

・
麓

・
得

・
あ

或
意
味
で
は
現
に
支
控

る

く

、
蔀

、
財
源
だ
か
ら
,
之
・
支
配
・
之
・
保
護
・
・
離

業

・
の
が
至
當
…

い
ひ
得

る
あ

砦

暮

國
協
定
す
れ
ば
重
複
課
税
は
避

け
ら
れ
る
。

(

　

ラ

偽
蓋

所
1

α
此
は
併
し
衆

寡

か
…

綾

心
・
芽

法
で
は
な
・
・
支
彿
の
腸
管

は
む
し
ろ

饗

上
の
場

所
で
.
或
度
ま
で
蓋

し
得
・
あ

で
・
・
。
此
・
以

・
馨

茎

の
根
誓

い
乏

は
足
ら
の
.

其
の
眞
。
財
源
、
ヌ
は
馨

・
袋

・
垂

讐

粟

簾

其
・
の
で
あ
-
・
其
の
所
在
地
穿

が
藷

か
ら
い

。
て
此
青

地
よ
,
も

房

舞

で
あ
b
、
此
妻

簾

・
保
護
・
・
馨

・
方
・
支
欝

所
を
保
護
す
る
離



灘

鐸
騨
鞭

配誓

断譜
賜
馨

韓

ハ疑

鵬触

淫

に
も
、
現
に
毒

ふ
場
所
・
豊

・
…

に
一

・
、
農

楽

麗

を
掌

る
の
弊
が
あ
る
。

,

鯨

國謄

讐

縫

鞭
雑

叡鴛

灘

剰
犠
難

耀

・
…

蕪

　醗

雛
魏難

　辮
　轍蝋難

論
辮
灘

　　鰹
順灘
響
鞭

　

餐

鴇
難

難

鰐

哺蕎

饗

辱
聾

灘

鰭難

の鯉購

で殿
韓

縫

㌦
ハ牧盆の便蹉

辞

は隷

　

趣旨に
蜀

.
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論

叢

罎

課
租
に
於
け
る
食

馨

の
所
在

篁

「
+
二
巷

(第
四
號

四

二
)

五
七
六

適
す
。
砦

支
配
す

・
簾

は
其
収
益
の
課
税
嬉

し
て

恵

強
き
権
利
を
も
つ
・
・
ふ
を
得

・
・
助
護

牧
人

く

上

に
も
之

に
よ
b
て
最
も
多

く
此
證
券

の
代
表
す

る
専
業
設
備

に
關
係

あ

る
税
樺
が
配
當

せ
ら
れ

て

有

利

こ

な

う

る
。
倶

勿
論
各
國

の
協

定
さ

へ
出

来
れ
ば

、
此

に
て
重
複
課

税
は
避

け
ら
れ

る
。

(空

穴
)

バ

ス
一7
品

ル
・
、
大
・
畠

難

・
、
贋

々
人
皐

・
皐

霧

・
無
形
琳
誇

諜

の
色

・
・
形
式
・
盛

す
る
`
ら

食

掛
て

見

川
さ

る
と

い
ふ
が
、

此
方

法

に
て
課

税
す

れ
ば

之

を
除

き
得

る
。

ラ

ラ

仏
典
短
所
f

O
之
が
實
行
方
法

に
は
別
段
映
粘
こ
い
ふ
べ
き
も
の
を
見
出
さ
囲
能
、
助
公
準
に
つ
い
て
は

ぐ

疑
問
が
あ
・
。
先
づ
以
て
斐

の
本
店
所
在
地
、
霧

團
讐

庭
在
地
が
具
の
牧
益
源

・
い
ふ
こ
ご
を
得

る
こ
し

て
も
、
砦

支
彿

の
行
は
・
、
場
庭
、
證
券

の
保
管

さ
る
蕩

庭
も
手

無
關
係
で
は
な

一
・
随
て
或
度
ま
で
配

當

に
輿

か
る

べ
き
で
あ

る
の

に
之
を
考
慮

せ

戯
の
は
不
公

竿
だ

ざ
も

い

へ
る
。
併

し
其

は
閑
却

し
て
も
差
支

な

い

ほ
ど
些
細
な
こ
、
で
、
恕
す

・
に
は
足
る
。
も

一
つ
、
此
馨

が
叢

書
奮

株
券
な

る
;

・
砦

法
に
依

る

ご
、
本
店
庭
在
地
に
て
課
す
る
・
ご
・
な

る
の
だ
が
、
其
華

が
他
地
に
支
舞

工
場

な
ど
を
持

つ
場
合
・
且
八木

店
所
在
地
の
み

の
課
税
こ
い
ふ
の
で
は
不
公
孕
で
、
支
店
分
工
場
な
ど
の
所
在
地
に
も
課
税
せ
し
め
な

く
て
は
な

ら
雫

は
な

い
か
ご
い
ふ
・
嘉

あ
る
。
恐
、b
-
は
精
密
に

い
奮

國
際
螢
業
課
税

に
て
説
い
た
方
法
を
準
用
し

券

制
課
黎

至
當

、、
い
ふ
一、
窪

な
・
。
此
も
此
方
法
の
驚

だ
。
・一
財
政
収
入
上
に
も
右
の
不
象

の
結
果

く

う

こ
し
て
或
關
係

税
樺
を
困

ら
す

こ

ざ
に
な

る
。
4

そ
れ

か
ら
此
源

泉
課
税
主
義
が
、
経
濟
上
其
源

泉
國

に
ご
b
て

(

26)Basヒab艮e,Public伺IM肛 兀e .ed.p. 333・



.

環

げ

、、
.

必
要
切
な
る
資
金
を
吸
校
す

る
に
つ
い
て
不
得
策
こ
な
り
得

こ
い
ふ
経
済
政
策
上
の
弱
黙
も
あ
る
。

ラ①
特

に
株
券
の
場
合

に
、
其
事
業

の
本
店
所
在
地
の
み
な
ら
す
、
其

に
周
す
る
蜥
業
設
備
の
所
在
地
に
て

「
定

標
準

に

よ
り
分
割
課
税
す

る
の
主
義

(詑
二
七
)、
1

分
制

の
方
法
は
國
際
餐
業
課
税

に
つ
い
て

い
へ
る
方
法
を
準

用

す

る

。

(註

二
七
)

我

國

の
所

得
脆

の
第

一
種

巾
、

外
国

法

人

の
日
本

に
於

け

る
資
産

又

は
櫛

業

よ
リ

生
ず

る
所

得

の
課

程
が
之

に
依
る
・

ジ

ユ
木

ー
プ

の

閥
際
罐

総

流
言

會

の
甕

に

て
晴
空

致
し
た
浄

、

禦

、
課
租
閥
内
に
實
際
川
ゐ
ら
る

毒

水

の
部
分
・
並
に
蘭

に
て
企
て
ら
れ

た
る
聾

緩

格

緬

照
せ
、b
ミ

し
と

い
ふ
こ
と
だ
が
、

此
趣
旨

か
ら

い
ふ
と
、
此
に
い
ふ
方
法

に
聾

す
卑

う
だ
・
復

七

リ

グ

マ

ン

の

は
、

法

入
所

圃

の
附

庸

の
あ

る
虎

に

て
漉

入

を
課

税
す

る
を

得

と

い
ふ

て
帰

る
02

　

ラ

ひ
其
長
所
一

σ
此
方
法
は
公
準
分
配
か
ら
い
へ
ば
前
の
方
法
よ
り
も

雇

公
季
だ
。
株
券
讐

讐

皐

業

は
其
本
店
所
在
地
の
み

に
繋

る
の
で
は

な
く

、
事
業

設
備

の
凡

ぺ
て
の
も

の
に

か
、
る
。
此
等

の
関
係

地
が
課

ラ

税
し
得

る
の
は
當
然

の
こ
ご
で
あ

る
。
2

財
政
収

入
上

に
も
諸
多
の
關
係

地

に
於

て
之
を
好

都
合

こ
す

る
。
いり
各

く

(

國

の
臨協
定

さ

へ
出
家
れ

ば
此

に
よ
り
重
複

課
税

は
一避
け
ら
れ

る
。

ラ

ヘ
ノ

ロ

仏
其
短
所
i

σ
此
方
法
の
最
困
る
こ
ご
善

行
で
あ
る
。
今
、
株
券
を
課
す
る
こ
い
ふ
に
つ
い
て
、
所
周

事

業

の
本
店

に
て

こ
い
ふ
の
な

ら
ば
術
簡

軍

だ
が
、
其

も

つ
凡

ぺ
て

の
設
備

の
所
在
地

へ
分
割
し

て
課
税
す

ご

い

　

ふ
の
で

は
繁
雑

に
過
ぐ

・o
。
此
繁
を
厭

は

な
け
れ

ば
2

公
準

に
は
大
龍
適

う
け
れ
ど

も
、
物
的
課
税

こ
し

て
も
、

く

論
㎜
叢

國
際
課
税
に
於
け
る
人
及
證
券
の
所
在

第
二
十
二
巻

(第
四
號

四
三
)

五
七
七
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論

叢

国
際
課
誓

於
け

る
八
双
睡
券
の
所
在

第

二
+
二
巻

(第
四
號

四
四
)

五
七
入

物
釜

の
支
抽

は
る

、
揚
庭

.

證
券

の
保
管

さ
る

、
場
庭

を

閑
却
す

る
だ
け

で
は

公
李
分

配
上
、

不

満

足

で

あ

る
o

　に
折
衷
主
義
叉
は
綿
入
届
物
併
用
圭
義
一

即
ち
證
券
の
所
在
は
牟
ぱ
共
所
有
者
に
あ
り

こ
し
て
其
佳
所
國
に
て

課
税
し
、
孚
ば
其
物
に
存
す
ご
し
て
證
券
の
代
表
す

る
事
業
ヌ
は
團
艘

の
現
實
の
設
備

の
所
在
地

(株
券
に
あ
り

て
は
本
店
所
在
地
の
み
な
ら
す
支
店
支
所
分
工
場
な
ど
の
所
在
地
も
)

に
て
も
課
税
す
る
の
で
あ
る
。

ラ

　

A
其
長
所
1

い
此
方
法
は
證
券
の
人
的
方
面
も
物
的
方
面
も
共
に
考
察
し
て
、
其

一
方
に
課
せ
ざ
る
だ
け

【

(

(

屠
公
印
な
も

の
こ

い

へ
る
。
此
識

に
て
属

人
主
義

の
映

粘
を
或
度

ま
で
避

け
、
同

時

に
焼

物
主

義

に
共

通
な

る
弱

粘
を
も
或
度
ま

で
避

け
て
居

る
。

ろ
課

税
技

術

上
も
、

人
的
方
法

に
依

る
所

で
は
綜
合
累

進
課

税
が
或
度

ま
で
行

く

は
れ
、
物

的
方
法

に
依

る
だ
け

で
は
確
實

に
物

件
を
捕
捉

し
得

る
こ

い
ふ
こ

ご
が
あ

る
。

ねゆ
財

政
牧
人
上

に
は
開

く

　

係

の
各

方
面

に
相
當

の
牧
人
を
群

ら
し

て
満

足
で
あ

る
。

に
各
國

の
協

定

さ

へ
得
ら
れ

る
な
ら

ば
、
大
膿
重
複
課

(

税

は
な

き

こ
ご
に
な

る
。

　

ラ

B
其
短
所
f

い
の
最
大
な
の
は
何
こ
い
ふ
て
も
此
方
法
が
多
少
技
術
上
、
實
石
上
に
繁
雑
だ
こ
い
ふ
こ
ご
で

(

(

ラ

あ
る
。
偽

そ
し

て
公

亭
主

に
は
、
證
券

保
管

地
、
證
券
牧

益
の
蟹
隈
支

彿
地
を
閑
却
し

て
居

る
瓢
が

不

満

足

だ

が
、
此
鮎

は
忍

び
得

る
も

の
で
あ

る
。

宰陣.・

.

,



」

再

結

論

以
上
要
之
、
国
際
課
税

上
、
人

、
證
券

の
所
在

こ

い
ふ
こ

ご
を
定

め
.る
こ
ご
は
六

つ
か
し
き
問
題

で
あ

っ
て
、

之

が
解
決

に
つ
き
完
全
無
缺

の
方
法

は
な

い
。
け
れ
ど
も
若
も
各
國

さ

へ
協
定

す

る
な

ら
ば
-
人

の
佳
所
数
多
あ

る
場
合
に
は
、
勤
務
、
賃
貸
儂
格
に
よ
り
て
主
た
・
住
所
地
を
定
豊

島

定
大
部
を
、
其
残

り
砦

部
分
を
副

た
、
住
所
地
・
均
分
す

・
の
主
義
を
比
較
的
最
も
通
常
・
し
、
馨

の
所
在
は
、
窪

誓

書

刑
す

・
し
て
其

佳
所
地
に
て
課
税
し
、
他
年
は
物

に
属
す

ご
し
て
填
代
表
す

る
事
業
、
團
禮

の
所
在
地

〔
株
券
の
場
合
に
は
其
事

業
設
備
の
凡

ぺ
あ

も
の
に
つ
い
て
見
な
毛

は
な
孟

)
に
て
課
税
す
る
の
が
比
較
的
最
選
む

べ
き
も
の
、
や

う

17
、
思

は

る

、

o

早 丁..、「凸

.

内
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論

叢

國
際
課
税

に
於
け
る
入
及
誰
券

の
所
在

第

二
十
二
巻

(錦
四
貌

四
五
)

五
七
九

、


